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三次救急 

二次救急 

一次救急 入院を必要と 
しない軽症患者 

入院を必要とする 
重症患者 

命に危険が及ぶ 
重篤患者 

　

救
急
医
療
体
制
は
、
症
状
の

重
さ
に
よ
っ
て
次
の
一
次
〜
三

次
救
急
に
分
け
て
対
応
し
ま
す
。

適
切
な
医
療
機
関
で
の
受
診
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◆
一
次
救
急

　

自
力
で
来
院
で
き
、
外
来
の

治
療
だ
け
で
入
院
を
必
要
と
し

な
い
軽
度
の
患
者
に
つ
い
て
、

か
か
り
つ
け
医
や
休
日
急
患
セ

ン
タ
ー
が
対
応
し
ま
す
。

◆
二
次
救
急

　

主
に
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
、

入
院
を
必
要
と
す
る
重
症
患
者

に
つ
い
て
、
救
急
医
療
に
必
要

な
設
備
な
ど
を
備
え
て
い
る
と

認
定
さ
れ
た
救
急
告
示
病
院
が

対
応
し
ま
す
。
休
日
・
夜
間
は
、

近
隣
市
の
病
院
を
含
め
た
当
番

病
院
が
輪
番
で
対
応
し
ま
す
。

◆
三
次
救
急

　

命
に
危
険
が
及
ぶ
よ
う
な
重

篤
患
者
に
つ
い
て
、
救
命
救
急

セ
ン
タ
ー
を
持
つ
病
院
が
対
応

し
ま
す
。

二
次
救
急
の
８
割
以
上
は

軽
症
患
者

　

軽
症
患
者
を
二
次
救
急
で
対

応
す
る
と
重
症
患
者
へ
迅
速
な

対
応
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、

医
療
従
事
者
へ
の
負
担
が
増
加

し
、
救
急
医
療
体
制
の
維
持
が

困
難
に
な
り
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
を
持
と
う

　

休
日
急
患
セ
ン
タ
ー
や
救
急

病
院
で
は
、
基
本
的
に
応
急
処

置
の
対
応
と
な
り
ま
す
。
普
段

か
ら
健
康
の
相
談
が
で
き
る「
か

か
り
つ
け
医
」
を
持
ち
、
体
調

が
悪
く
な
っ
た
と
き
は
、
診
療

時
間
内
に
診
察
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

　

か
か
り
つ
け
医
は
、
病
歴
や

薬
の
ア
レ
ル
ギ
ー
、
生
活
環
境

な
ど
の
健
康
状
態
を
把
握
し
て

い
る
た
め
、
適
切
な
診
断
・
治

療
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
か
か
り
つ
け
医
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
救
急
病
院
で
診

察
を
受
け
る
軽
症
患
者
が
減
り
、

重
症
患
者
の
救
命
活
動
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

座
間
市　

時
間

２４

健
康
電
話
相
談
の
ご
利
用
を

　

夜
間
の
子
ど
も
の
急
な
発
熱

な
ど
、
病
院
に
行
く
べ
き
か
ど

う
か
の
判
断
に
困
る
場
合
の
た

め
に
「
座
間
市　

時
間
健
康
電

２４

話
相
談
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
電
話
相
談
で
は
、
看
護

師
な
ど
の
有
資
格
者
が
、
看
病

の
仕
方
や
受
診
の
目
安
な
ど
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。
電

話
相
談
の
他
、
フ
ァ
ク
ス
・
ウ

ェ
ブ
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

○
受
付
時
間　
　

時
間
対
応

２４

○
相
談
内
容　

健
康
に
関
す
る

相
談
全
般

○
電
話
番
号　

7
０
１
２
０（
８

６
７
）
８
６
０
（
発
信
者
番

号
は
「
通
知
設
定
」で
利
用
）

聴
覚
障
が
い
者
専
用
フ
ァ
ク

ス
5
０
３
（
３
５
６
２
）
８

４
３
５

○
ウ
ェ
ブ
相
談　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・

ケ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 
（htt

p://fam
ilycare.sociohe

alth.co.jp/

）
へ
ア
ク
セ
ス 

し
、
６
桁
の
番
号
に
「
８
６

７
８
６
０
」
と
入
力

　

老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め

に
は
、
原
則
１
２
０
月（　

年
）

１０

以
上
の
年
金
保
険
料
納
付
期
間

（
厚
生
年
金
加
入
期
間
や
保
険

料
免
除
期
間
な
ど
を
含
む
）
が

必
要
で
す
。
し
か
し
、　

歳
時

６０

点
で
年
金
保
険
料
納
付
期
間
が

１
２
０
月
に
満
た
な
い
場
合
は
、

　

歳
に
な
る
ま
で
国
民
年
金
に

６５任
意
加
入
し
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
で
、
１
２
０
月
を
目
指
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

　

歳
時
点
で
１
２
０
月
に
満
た

６５な
い
場
合
に
は
、　

歳
に
な
る

７０

ま
で
１
２
０
月
を
上
限
と
し
て

国
民
年
金
に
任
意
加
入
が
で
き

ま
す
（
特
例
任
意
加
入
制
度
。

昭
和　

年
４
月
１
日
以
前
に
生

４０

ま
れ
た
方
が
対
象
）
。

　

ま
た
、　

歳
時
点
で
既
に
１

６０

２
０
月
を
満
た
し
て
い
る
方
で

も
、　

歳
に
な
る
ま
で
４
８
０

６５

月
（　

年
）
を
上
限
と
し
て
国

４０

民
年
金
に
任
意
加
入
し
、
受
け

取
る
年
金
の
額
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
他
に
も
、

海
外
在
住
者

向
け
の
任
意

加
入
制
度
な

ど
も
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
担
当
ま
た

は
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
の
納
付
は
、
加
入
申

込
を
し
た
日
の
月
の
分
か
ら
と

な
り
ま
す
。

○
手
続
き
場
所　

市
役
所
１
階

国
保
年
金
課
ま
た
は
厚
木
年

金
事
務
所

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の 

　●
 

年
金
手
帳 

　●
 

預
金
通
帳
と
そ
の
届
出
印

（　

歳
以
降
の
任
意
加
入
は

６０
原
則
口
座
振
替
）

　

※
加
入
状
況
や
納
付
状
況
に

よ
り
戸
籍
謄
本
や
在
学
証
明

書
な
ど
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

厚
木
年
金

事
務
所
国
民
年
金
課　

1
０

４
６
（
２
２
３
）
７
１
７
１

　ガラス片や注射針などが誤って排出されたり、排出方法が
守られなかったりすると、けがや感染の恐れがあります。ま
た、スプレー缶やカセットボンベなどは発火しやすく危険性
の高い物質が含まれており、中身を使い切らずに排出される
と爆発の恐れがあり大変危険です。
　ごみの収集や選別などの処理は機械ではなく、人による手
作業のため、作業員は危険を伴った環境で処理を行っていま
す。
　危険物を排出する際には、表の通り排出区分・方法を守り
ましょう。ごみの分別や排出方法について、詳しくは市ホー
ムページをご覧になるか、担当へお問い合わせください。

担当 資源対策課　1０４６（２５２）７９８５　5０４６（２５２）７６１６

危   険   物   の   排   出   方   法

排出方法排出区分品　名

新聞紙で包むなど触れて
も危なくないようにし、
他のごみと分け、分かり
やすいところに「危険物」
と明記して排出

燃えないごみ刃物、割れ物、ガラス
片など（けがの恐れ）

必ず中身を使い切ってか
ら排出燃えないごみスプレー缶、カセット

ボンベ（爆発の恐れ）

購入した医療機関などに
相談排出禁止注射針、点滴の針など

（感染の恐れ）

担
当 

医
療
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
2
9
5

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

担
当 

建
築
住
宅
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
3
9
6

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

担
当 

国
保
年
金
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
3
5

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

市
の
救
急
医
療
体
制

市
の
救
急
医
療
体
制

市
の
救
急
医
療
体
制

木
造
住
宅
無
料
耐
震
相
談
会

木
造
住
宅
無
料
耐
震
相
談
会

木
造
住
宅
無
料
耐
震
相
談
会

国
民
年
金
任
意
加
入
制
度

国
民
年
金
任
意
加
入
制
度

国
民
年
金
任
意
加
入
制
度

　

昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に

５６

３１

建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
を
対
象

に
、
県
建
築
士
事
務
所
協
会
に

よ
る
無
料
耐
震
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
な
お
、
市
で
は
、
耐

震
診
断
に
関
し
電
話
や
訪
問
な

ど
に
よ
る
個
別
勧
誘
を
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。

○
と　

き　

９
月　

日
（
土
）

２９

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時

３０

　

※
相
談
は
約　

分
で
時
間
予

４５

約
制
（
申
込
順
）
。

○
と
こ
ろ　

東
地
区
文
化
セ
ン

タ
ー
１
階
第
２
集
会
室

○
持
ち
物　

受
付
後
に
市
が
送

付
し
た
書
類
、
確
認
申
請
な

ど
の
図
面
（
略
図
可
）
、
建

物
状
況
が
分
か
る
写
真
な
ど

○
申
込
方
法　

９
月
５
日（
水
）

ま
で
に
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
直
接
担
当
へ

※
次
回
の
相
談
会
は
、
平
成　
３１

年
２
月
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

相
談
会
参
加
者
へ
の
補
助

　

相
談
会
へ
参
加
し
た
方
へ
次

の
通
り
補
助
し
ま
す
。
な
お
、

住
宅
耐
震
改
修
を
し
た
場
合
に

は
、
所
得
税
額
の
特
別
控
除
お

よ
び
固
定
資
産
税
額
の
減
額
措

置
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

○
耐
震
診
断
を
希
望
す
る
方　

耐
震
診
断
費
の
２
分
の
１（
上

限
５
万
円
）

○
改
修
計
画
書
の
作
成
を
希
望

す
る
方　

改
修
計
画
書
作
成

費
用
の
２
分
の
１
（
上
限
５

万
円
）

○
耐
震
改
修
工
事
を
実
施
す
る

方　

耐
震
工
事
費
用
の
２
分

の
１
（
上
限　

万
円
）
、
現

５０

場
立
ち
会
い
費
用
の
２
分
の

１
（
上
限
３
万
円
）
、
一
定

の
収
入
に
満
た
な
い
場
合
・

市
内
施
工
者
の
場
合
は　

万
２０

円
加
算

※
一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
防

災
協
会
で
は
、
自
宅
な
ど
の
パ

ソ
コ
ン
か
ら
簡
単
に
建
物
の
耐

震
診
断
が
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
誰
で
も
で
き
る
わ
が
家
の
耐

震
診
断
」を
配
信
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
に
な
る
か
、
担
当
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


